
 

 

ＣＫＤQ＆A【ネットワークの仕組みについて】 

問い合わせ内容 回  答 

ＣＫＤ予防ネットワークの受診勧奨文書（以下、

受診勧奨文書という）を持った患者さんがきた

が、どうすればよいでしょうか。 

 

原則、再検査を実施し、腎臓診療医への紹介基準に該当す

る場合は、様式１（紹介シート）を作成し、腎臓診療医へ

紹介してください。また、紹介基準に該当するかどうかに

かかわらず、様式０（受診報告書）を作成し、保健所にＦ

ＡＸ等で連絡してください。 

ＣＫＤ登録医ではないが、かかりつけの患者が

受診勧奨文書を持ってこられた。対応していい

でしょうか。 

患者のかかりつけ医で対応できます。検査の結果、腎臓診

療医の紹介基準に該当する場合は、腎臓診療医に紹介して

ください。 

患者が受診勧奨文書を持ってきたが、当院のか

かりつけ患者でなかったので、腎臓診療医に直

接行くように案内したところ、腎臓診療医から

「システム上おかしい」と言われた。患者の負

担を考慮してそうしたが、できないのでしょう

か。（患者が持参したデータは e-ＧＦＲの値のみ

で、血圧や血糖などの値が不明だったため、「無

駄な検査はしたくない」ということで腎臓診療

医を紹介したもの。） 

 

健診の数値は、その日の体調などにより変動するので、原

則、ＣＫＤ登録医またはかかりつけ医で再度検査し、その

結果により、腎臓診療医に紹介してください。 

腎臓診療医が、その患者にとってかかりつけ医

だった場合も、ＣＫＤ登録医で診察をしないと

いけないのでしょうか。 

かかりつけ医がたまたま腎臓診療医だった場合は、わざわ

ざＣＫＤ登録医に診察してもらう必要はありません。 

ＣＫＤ予防ネットワークのシステムでは、腎臓

診療医からＣＫＤ登録医に患者が戻されること

になっていますが、そのまま腎臓診療医に治療

をお願いすることはできないのでしょうか。 

 

登録医が腎臓診療医に患者を紹介する「紹介シート」（様

式１）の中程に「紹介後の方針」という項目があり、その

中に「基本的に専門医に任せたい」という選択肢があるの

で、それにチェックしてください。 

受診勧奨文書をもってこられる方がおり、本院

にも腎臓医（腎臓診療医の条件にあてはまらな

い医師）がいるが、腎臓診療医に紹介する必要

があるのでしょうか。 

 

受診勧奨文書を持ってきた方に再検査をし、腎臓診療医へ

の紹介基準に該当する場合は、腎臓診療医に紹介してくだ

さい。ただし、患者さんの意向により、受診された病院で

の治療を希望される場合は、この限りではありません。 

持病があり、本院に通院中の患者が受診勧奨文

書を持ってきた。以前腎臓専門医に紹介したこ

とがあるが、再度ネットワークの紹介状を書く

必要があるのでしょうか。 

検尿、血液検査等を実施し、腎臓診療医への紹介基準に該

当する場合は、再度紹介してください。ただし、主治医の

判断にもよるところがあると思います。 



 

 

問い合わせ内容 回答 

以前から腎臓の値が悪く、市立病院で診察した

いと思っている。ネットワ－クの事をホームペ

ージで見たら、ＣＫＤ登録医に行くように書い

てあるがかかりつけは内科で、ＣＫＤ登録医に

はなっていない。どうすればよいのでしょうか。 

ご自身のかかりつけ医に、ご希望の腎臓診療医への紹介を

ご相談ください。 

※市立病院は、Ｈ28．7.1 から、初診の患者さんで「紹介

状」がない時は、診療費とは別に初診時選定療養費 3,240

円（税込）の負担が必要になりました。 

健診後、腎臓診療医を直接受診した場合は、ど

のような対応をとったらよいですか。 

健診後、ＣＫＤ登録医を経ずに腎臓診療医を受診した場合

は、診察後、原則ＣＫＤ登録医に様式２を使って逆紹介し

てください。 

ＣＫＤ登録医から紹介された対象者が、今後腎

臓診療医での診察を希望した場合、どのような

対応をすればよいでしょうか。 

原則、ＣＫＤ登録医での治療を行うように勧めてくださ

い。（参考資料２の腎臓診療医への受診間隔を参考に次回

受診予定日を対象者に伝達してください。） 

腎臓診療医の診察で、薬の処方や薬の変更が必

要な場合は、どのような対応をすればいいでし

ょうか。 

ＣＫＤ登録医に薬の処方や、薬の変更について、様式２（返

信シート）で伝達し、処方はＣＫＤ登録医で出してもらう

ようにしてください。 

受診勧奨文書を持った患者さんがきたが、検査

の数値が非常に悪く、早めに腎臓診療医を受診

する必要がある方にも、再検査をする必要があ

るのでしょうか。 

原則、再検査の上、腎臓診療医を紹介してください。 

 


